
総務６－１ 

不利益処分の内容 庁舎内での行為の許可に係る条件等 

根拠法令及び条項 鳥取市庁舎管理規則第４条第３項 

担  当  課 財産経営課又は下水道企画課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 規則第４条第３項の行為の許可に係る条件又は指示は、当該許可に係る行為が次に掲げる場合に

該当するおそれがあるときに、その必要な範囲内において行う。 
１ 許可に係る行為が執務の妨げとなるおそれがある場合 
２ 許可に係る行為が来庁者の妨げとなるおそれがある場合 
３ 許可に係る行為が憲法第 89 条に抵触するおそれがある場合 
４ 許可に係る行為が庁舎の保全、保安、事故の防止、防火、防災、機密保持その他管理上に支障

が生じるおそれがある場合 

 

総務６－２ 

不利益処分の内容 庁舎内での行為の許可の取消し等 

根拠法令及び条項 鳥取市庁舎管理規則第４条第４項 

担  当  課 財産経営課又は下水道企画課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 

 規則第４条第４項の行為の許可の取消し又は行為の中止命令は、同条第３項の条件又は指示に違

反した場合に行うが、その具体的な判断は、故意又は悪意の有無及びその程度、違反の程度、違反

の理由、条件又は指示の内容その他を総合的に判断して必要やむを得ないと認めたときに、必要な

範囲内において行う。 

 



総務６－３ 

不利益処分の内容 庁舎外への退去命令等 

根拠法令及び条項 鳥取市庁舎管理規則第５条第２項 

担  当  課 財産経営課又は下水道企画課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成８年４月１日 

処 分 基 準 
 規則第５条第２項の庁舎外への退去命令又は禁止物件の撤去命令は、同条第１項各号に掲げる行

為をした者に対して行うが、その具体的な判断は、次に掲げるところによる。 
１ 規則第５条第１項第１号から第６号までのいずれかにあっては、行為の中止等の指示に従わな

い場合に、故意又は悪意の有無及びその程度、違反の程度及びその理由その他を総合的に判断し

て必要やむを得ないと認めたときに、必要な範囲内において行う。 
２ 規則第５条第１項第７号にあっては、面会を拒否したにもかかわらず、面会を強要した場合に

行う。３ 規則第５条第１項第８号にあっては、次に掲げるところによる。 
⑴ 「事務の妨害となる行為」とは、故意又は悪意をもって、職員に対し暴力、威嚇、脅迫等を

行う行為、事務室等の破壊、き損、占拠、封鎖、障害物の設置等を行う行為又は悪臭、騒音等

を発生させる行為によって職員が執務を行うことを妨害し、又はそのおそれがあると認められ

る場合で、行為の中止等の指示に従わない場合に、故意又は悪意の有無及びその程度、違反の

程度及びその理由その他を総合的に判断して必要やむを得ないと認めたときに、必要な範囲内

において行う。 
⑵ 庁舎の保全、保安、事故の防止、防火、防災等を確保するために必要やむを得ないと認めた

ときに必要な範囲内において行う。 

 

総務６－４ 

不利益処分の内容 使用等の許可の取消し等又は必要な措置命令（条例違反等がある場合） 

根拠法令及び条項 鳥取市法定外公共物管理条例第 17 条第１項 

担  当  課 財産経営課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成 16 年 11 月１日 

処 分 基 準 

１ 条例の規定又は条例の規定に基づく処分に違反した場合 
２ 使用等の許可に付した条件に違反した場合 
３ 詐欺その他不正の手段により使用等の許可を受けた場合 

 



総務６－５ 

不利益処分の内容 使用等の許可の取消し等又は必要な措置命令（条例違反等がない場合） 

根拠法令及び条項 鳥取市法定外公共物管理条例第 17 条第２項 

担  当  課 財産経営課 処 分 権 者 市 長 

設  定  日 平成 16 年 11 月１日 

処 分 基 準 

１ 使用等の許可に係る工事又は工作物等が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあ

る場合 
２ 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 
３ その他公益上やむを得ない必要が生じた場合 

ここで「公益上やむを得ない必要が生じた場合」とは、法定外公共物に関する工事以外の法定

外公共物の管理上必要な場合又は広く社会一般の利益を保護するために必要を生じた場合をい

う。 

 


